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平成２２年６月２２日 
 

 
本日本脳炎に関する小委員会において取りまとめ、厚生科学審議会感染症

分科会予防接種部会において決定された「日本脳炎に関する中間報告」にお
いて、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを定期の第２期に使用可能なワクチン
として用いるに当たっては、厚生科学研究費補助金事業において２回目の追
加免疫の安全性・有効性に係る検討結果及びその結果に伴う添付文書の一部
改訂を踏まえて、速やかに検討することが必要であるとされているところで
ある。 
今般、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの追加免疫の安全性・有効性に係る

検討結果を受けて、添付文書上の「用法及び用量に関連する接種上の注意」
における「２回目以降の追加免疫以降の有効性及び安全性は確立していない
（使用経験が少ない。）」との記述部分に関する一部改訂が行われたところ
である。 
この一部改訂を受け、平成２２年度接種シーズンにおける日本脳炎の第２

期の予防接種の進め方について、小委員会において検討を行った結果、第２
期の定期接種の機会を確保するための方策について、以下のとおり、取りま
とめた。 
 
 
１ 添付文書の一部改訂を受け、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを第２期の

定期接種に使用可能なワクチンとして位置付けるべきであること。 
 
２ 第２期の予防接種に関する積極的な勧奨については、第１期の標準的な

接種期間に該当する者（平成２２年度は３歳）に対する予防接種の積極的
な勧奨を再開したばかりであるところから、平成２２年度の予防接種シー
ズンにおける日本脳炎ワクチンの接種状況及び供給状況等を勘案しつつ、
第２期の接種の機会の確保と第１期における３回の接種の機会の確保の
どちらを優先するべきかも含めて、今年の秋を目途として議論を行うこ
と。 

 
３ 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを第２期の定期接種に使用可能なワクチ

ンとして位置付けた場合においては、引き続き、国は、国民、自治体関係
者及び医療従事者等に対し、厚生労働省ホームページ等を通じて、平成２
２年度の予防接種シーズンにおけるワクチンの供給量に関する情報及び
疾患の特性及び感染リスクの高い者等に関する情報等を適切に提供する
こと。 

 
４ 市区町村は、第２期の予防接種について、保護者等から接種の希望があ

った場合に、ワクチンの流通在庫量などを勘案しつつ、接種が受けられる
よう、その機会の確保に努めること。 
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